
　岡山県では、すべての県民が恩恵を受けている森林を保全するための財源とし
て、平成16年度に「おかやま森づくり県民税」を導入し、５年間にわたり、県民
の皆様に薄く広くご負担をお願いしてまいりましたが、引き続き森林の保全に取
り組む必要があるため、課税期間を平成21年度から５年間延長いたしました。
　税率はこれまでと同様に、個人は年額500円、法人は均等割額の５％に相当す
る額を県民税に上乗せするかたちでご負担をお願いします。
　税収は、①森林の持つ公益的機能を高める森づくり、②担い手の確保と木材の
利用促進、③森林・林業情報の
提供と森づくり活動の推進を柱
とした森林保全施策に限定して
活用するとともに、事業の成果
を、県民の皆様に分かりやすく
お知らせしてまいります。
　つきましては、森林保全の必
要性を改めて認識いただくとと
もに、私たちの生活にとってか
けがえのない森林をより良い姿
で次の世代に引き継いでいくた
め、今後とも「おかやま森づく
り県民税」にご理解とご協力を
お願いいたします。
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超過課税方式(県民税の均等割に加算)
　個人：年額500円
　法人：均等割額の5%に相当する額
　　　　(資本等の規模に応じて1,000円～40,000円)
　課税期間：５年間(平成21年度～平成25年度）

①森林の公益的機能を高める森づくり
②担い手の確保と木材の利用促進
③森林・林業情報の提供と森づくり活動の推進

•税収相当額を基金に積み立て
•森林保全施策の財源とする場合に限り
　取り崩し可能

おかやま森づくり県民税の継続について

お問い合わせは、津山農協の各支店または農業委員会（☎0868-54-2987）へ
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